
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

【

人

事

委

員

会

】

 

○
　

職

員

の

任

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

人

事

委

員

会

 
 

目
　

　

　

次

担

当

課

（

室

）

る

規

則

 

○
　

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

〃

 
 

 
 

【

規
　

　

　

則

】

休

暇

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
 

 

○
　

岡

山

県

職

員

駐

車

場

の

管

理

及

び

使

用

に

関

す

財

産

活

用

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

 
 

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

（

県

例

規

集

登

載

） 

○
　

第

五

百

五

十

五

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

海

区

漁

業

調

整

委

員

 
 

の

開

催

会

【

告
　

　

　

示

】 
 

 

 
 

○
　

津

波

災

害

警

戒

区

域

の

指

定

危

機

管

理

課

 
 

○
　

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課 

○
　

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

 
 

医

師

の

辞

退

 
 

○
　

特

定

計

量

器

定

期

検

査

工

業

技

術

セ

ン

タ

ー

 

○
　

高

病

原

性

鳥

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

の

発

生

に

伴

う

畜

産

課
 

高

病

原

性

鳥

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

の

病

原

体

を

拡

散 
 

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

物

品

の

移

動

の

禁

止

の

廃

止

 
 

○
　

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

消

滅

水

産

課

 
 

○
　

道

路

の

占

用

を

制

限

す

る

区

域

の

指

定

の

解

除

道

路

整

備

課

 
 

○
　

高

潮

浸

水

想

定

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

 
 

○
　

公

共

測

量

の

終

了

〃

 
 

○
　

〃

〃

 

○
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報

　　令和８年３月１７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２７８６号



 

◎
岡
山
県
規
則
第
九
号

岡
山
県
職
員
駐
車
場
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

 
め
る
。

 
令
和
八
年
三
月
十
七
日

 

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

 

　
　
　

岡
山
県
職
員
駐
車
場
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

岡
山
県
職
員
駐
車
場
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
一

 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　

第
六
条
第
一
項
中
「
十
五
日
」
を
「
二
十
日
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
九
号 

 

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
□
津
波
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

区
域 

 
 

岡
山
市
□
倉
敷
市
□
玉
野
市
□
笠
岡
市
□
備
前
市
□
瀬
戸
内
市
□
浅
口
市
及
び
里
庄
町
の
区
域

□
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
□
□ 

二 

基
準
水
位 

 
 

次
の
図
の
と
お
り 

□
□
次
の
図
□
は
□
省
略
し
□
そ
の
図
面
を
岡
山
県
危
機
管
理
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
□
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は
□

そ
の
効
力
を
失
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

□
八
Ｒ
□―
Ｎ
・
Ｎ―

ジ
エ
チ
ル―

六―

メ
チ
ル―

一―

□
四―

□
ト
リ
メ
チ
ル
シ
リ
ル
□
ベ

ン
ゾ
イ
ル
□―

九
・
十―

ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン―

八―

カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
□
通
称
名
一
Ｓ

Ｂ―

Ｌ
Ｓ
Ｄ
□
及
び
そ
の
塩
類 

２ 

一―

□
一―

□
三―

ク
ロ
ロ
フ
□
ニ
ル
□
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
□
ピ
ペ
リ
ジ
ン
□
通
称
名
三
Ｃ
ｌ

―

Ｐ
Ｃ
Ｐ
□
三―

Ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｒ
ｏ―

Ｐ
Ｃ
Ｐ
□
及
び
そ
の
塩
類 

３ 

四―

メ
チ
ル―

一―

□
二―

メ
チ
ル
フ
□
ニ
ル
□―

二―

□
ピ
ロ
リ
ジ
ン―

一―

イ
ル
□
ペ
ン

タ
ン―

一―

オ
ン
□
通
称
名
二
ｍ
ｅ―
Ｐ
ｉ
Ｈ
Ｐ
□
二
ｍ
ｅ―

Ｐ
Ｈ
ｉ
Ｐ
□
二―

ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ

―

α―

Ｐ
ｉ
Ｈ
Ｐ
□
二―

ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ―
α―

Ｐ
Ｈ
ｉ
Ｐ
□
及
び
そ
の
塩
類 

４ 

プ
ロ
パ
ン―

二―

イ
ル 

一―

□
一―

フ
□
ニ
ル
エ
チ
ル
□―

一
Ｈ―

イ
ミ
ダ
ゾ
□
ル―

五―

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
□
ト
□
通
称
名
Ｉ
ｓ
ｏ
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｘ
ａ
ｔ
ｅ
□
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
失
効
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め 

三 

失
効
年
月
日 

 

令
和
八
年
三
月
十
四
日 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
一
号 

身
体
障
害
者
福
祉
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
□
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
□
身
体
障
害
者
福

祉
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
□
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

一 

指
定
を
辞
退
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 

 
 

 
 

診 

療 

科 

目 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 

 

清 

利 

省 
三 

 
 

 
 

肢
体
不
自
由
□
心
臓
□
呼
吸
器
□
腎
臓
□
小
腸 

 
 

 
 

 
 

備
前
市
国
民
健
康
保
険
市
立
日
生
病
院 

 
 

 

備
前
市
日
生
町
寒
河
二
五
七
〇―

四
一 

 

木 

村 

修 

平 
 

 
 

 

視
覚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

備
前
市
国
民
健
康
保
険
市
立
日
生
病
院 

 
 

 

備
前
市
日
生
町
寒
河
二
五
七
〇―

四
一 

 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
二
号 

 

計
量
法
□
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
□
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
な
お
□
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
□
ひ
□
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
□
計

量
法
施
行
令
□
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
□
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
□
□
□
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

定
期
検
査
を
行
う
区
域
□
場
所
及
び
期
日 

 

赤

磐

市 

 

勝

央

町 

区 

域 

赤
磐
市
吉
井
支
所 

 

〃 

 

赤
磐
市
熊
山
支
所
□
赤
磐
市
熊
山
総

合
セ
ン
タ
□
ほ
ほ
え
み
□ 

〃 

 

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合
旧
赤

坂
支
店 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

赤
磐
市
山
陽
産
業
会
館 

 

〃 

 

〃 

 

〃 晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合
勝
央

支
店 

米
検
査
場 

豊
久
田
ぶ
ど
う
選
果
場 

 

勝
央
町
役
場 

 

〃 

 

 
 

場 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

 

〃 
 

 
十
四
日 

一
〇
□
三
〇
□ 

一
二
□
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
□
〇
〇 

〃 
 

 

十
五
日 

一
〇
□
三
〇
□ 

一
二
□
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
□
〇
〇 

〃 
 

 

十
八
日 

一
〇
□
三
〇
□ 

一
二
□
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
□
〇
〇 

〃 
 

 

十
九
日 

一
〇
□
三
〇
□ 

一
二
□
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
□
〇
〇 

〃 
 

 

二
十
日 

一
〇
□
三
〇
□ 

一
二
□
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
□
〇
〇 

〃 
 

二
十
一
日 

一
〇
□
三
〇
□ 

一
二
□
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
□
〇
〇 

 

令
和
八
年 

 
 

 

一
〇
□
三
〇
□ 

 
 

五
月
十
二
日 

 
 
 

一
二
□
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

一
五
□
〇
〇 

〃 
 

 

十
三
日 

一
〇
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
□
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
□
〇
〇 

期 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

日 
 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



二 

実
施
機
関 

 
 

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関 

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会 

 

〃 

 

〃 

〃 
 

二
十
二
日 

一
〇
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
□
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
□
三
〇
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
□
〇
〇 

 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
三
号 

 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
に
伴
う
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
病
原
体
を
拡
散
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
物
品
の
移
動
の
禁
止
□
令
和
七
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号
□
は
□
廃
止
す
る
□ 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
四
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
□
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
□
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
□
令
和
四
年
岡
山
県
告
示
第
百
号
に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に

付
す
べ
き
義
務
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
限
り
□
消
滅
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

加
入
区
の
名
称 

岡
山
加
入
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
五
号 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
占
用
を

制
限
す
る
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
□ 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
□ 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
を
解
除
す
る
道
路
の
種
類
□
路
線
名
及
び
占
用
を
制
限
す
る
区
域 

二 

占
用
の
制
限
を
解
除
す
る
物
件 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱 

三 

占
用
の
制
限
を
解
除
す
る
理
由 

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
は
認
め

ら
れ
な
い
た
め 

四 

占
用
の
制
限
を
解
除
す
る
期
日 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 

  

県
道 

  

道
路
の
種
類 

垂
水
追
分
線 

  

路
線
名 

真
庭
市
下
河
内
字
下
ノ
神
二
八
四
番
二
地
先
か
ら 

真
庭
市
下
河
内
字
出
口
往
還
内
一
〇
六
一
番
地
先
を
経
て 

真
庭
市
下
河
内
字
樋
ノ
元
一
〇
九
一
番
地
先
ま
で 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
六
号 

 

水
防
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
□
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
岡
山
沿

岸
に
係
る
高
潮
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
□
当
該
区
域
が
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸

水
継
続
時
間
を
定
め
た
□ 

 

な
お
□
そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
□
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
管
理
課
□

同
部
東
備
地
域
管
理
課
□
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
□
同
部
井
笠
地
域
管
理
課
及
び
岡
山
県

備
中
県
民
局
水
島
港
湾
事
務
所
維
持
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



□
一
〇
二
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
市
北
区
野
田
□

北
長
瀬
表
町
及
び
今

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
三
級
基
準
点
測
量
□
四

級
基
準
点
測
量
□
三
級
水
準
測
量
及

び
現
地
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
三
月
六
日
か
ら
同
年

六
月
九
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



□
一
〇
三
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
福
島
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
三
級
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
三
月
三
日 

終

了

年

月

日 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



□
一
〇
四
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
北
区
御
津
国

ケ
原
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
Ｕ
Ａ
Ｖ
レ
□
ザ
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
八
年
三
月
六
日 

終

了

年

月

日 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



□
一
〇
五
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
東
阿
曽
字
新
田
一
九
九
六
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
小
山
五
五
六
番
地
一 

ラ
・
ク
レ
□
ル
小
山 

二
〇
一 

岡
本 

涼
龍 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
三
二
号 

 

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

 
　

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

　
　
　

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

 

う
に
改
正
す
る
。

 

　

第
一
条
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
改
め
る
。

 

　

第
二
条
中
「
の
定
」
を
「
の
定
め
」
に

「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

、

 

　

第
三
条
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
改
め
る
。

 

　

第
五
条
中
「
一
」
を
削
る
。

 

　

第
九
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

 

　

第
十
一
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
の
二
中
「
本
号
中
」
を
「
こ
の
号
」
に
改
め
る
。

「

」

「

」

、

「

」

「

」

　

第
十
三
条
第
一
項
中

一
に

を

い
ず
れ
か
に

に
改
め

同
条
第
二
項
中

つ
ど

を

都
度

 

に
改
め
る
。

 

　

第
十
五
条
第
二
項
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
改
め
る
。

 

　

第
二
十
二
条
中
「
の
各
号
」
を
削
る
。

 

　

第
二
十
三
条
中
「
年
令
」
を
「
年
齢
」
に

「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
る
。

、

 

　

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
る
。

 

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に

「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
る
。

、

 

　

第
三
十
二
条
中
「
一
の
」
を
「
い
ず
れ
か
の
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号

 

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

 

　

六　

当
該
名
簿
か
ら
削
除
す
る
よ
う
申
し
出
た
場
合

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
欠
い
で
い
る
」

 

を
「
欠
い
て
い
る
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
三
十
三
条
第

 

六
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
対
称
」
を
「
対

 

象
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和８年３月１７日　岡山県公報　第１２７８６号



 

◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

 
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

 

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

　
　
　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
岡
山
県
人
事
委
員

 

会
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
次
項
第
五
号
」
を
「
次
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
四
号
を

 

加
え
る
。

　

十
七　

生
後
一
年
に
達
し
な
い
生
児
（
勤
務
時
間
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
生
児

を
い
う

）
を
育
て
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
そ
の
生
児
の
保
育
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ

。

る
授
乳
等
を
行
う
場
合　

一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
以
内
の
時
間
（
男
性
の
会
計
年
度
任
用
職

員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
生
児
の
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
親
（
当
該
生
児
に
つ
い
て
民
法

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
養
子
縁

組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所

に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
で
あ
っ
て
当
該
生
児
を
現
に
監
護
す
る
も
の
又
は
児
童
福
祉

。

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
生

児
を
委
託
さ
れ
て
い
る
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
者
若
し
く

は
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者
（
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の

意
に
反
す
る
た
め
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親

と
し
て
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
限
る

）
を
含
む

）
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が

。

。

こ
の
号
の
休
暇
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
に
お
け
る
こ
の
号
の
休
暇
（
こ
れ
に
相
当
す
る
休
暇
を

含
む

）
を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
日
に
お
け
る
育
児
時

。

間
を
請
求
し
た
場
合
は
、
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
か
ら
当
該
承
認
又
は
請
求
に
係
る
各
回
ご

 

と
の
時
間
を
差
し
引
い
た
時
間
を
超
え
な
い
時
間
）

　

十
八　

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
の
子
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
一
週
間
の
勤
務
日
数

。

が
三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
者
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者

で
一
年
間
の
勤
務
日
数
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る

）
が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負

。

傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う

）
を
し
、
そ
の
子
に

。

健
康
診
断
又
は
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ
、
そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
の
臨
時
休
業
等
（
学
校
保

健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
臨
時
休
業
そ
の
他
人

事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
よ
る
も
の
に
限
る

）
に
伴
い
当
該
子
の
世
話
を
行
い
、
又
は
そ
の

。

子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る

）
に
出
席
す

。

る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合　

一
の
会
計
年
度
に
お
い
て
五
日
（
そ
の

養
育
す
る
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
二
人
以
上
の

 

場
合
に
あ
っ
て
は
十
日
）
の
範
囲
内
の
日
又
は
時
間

　

十
九　

要
介
護
者
（
勤
務
時
間
規
則
第
三
条
の
五
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、

次
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ

）
の
介
護
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員
（
一
週
間
の
勤
務

。

日
数
が
三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
者
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
数
が
定
め
ら
れ
て
い

る
者
で
一
年
間
の
勤
務
日
数
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る

）
が
、
介
護
を
行
う
た

。

め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合　

一
の
会
計
年
度
に
お
い
て
五
日
（
要

 

介
護
者
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
十
日
）
の
範
囲
内
の
日
又
は
時
間

　

二
十　

会
計
年
度
任
用
職
員
が
骨
髄
移
植
の
た
め
の
骨
髄
若
し
く
は
末

梢

血
幹
細
胞
移
植
の
た
め

し
よ
う
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の
末
梢
血
幹
細
胞
の
提
供
希
望
者
と
し
て
そ
の
登
録
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
登
録
の
申
出
を
行

い
、
又
は
配
偶
者
、
父
母
、
子
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
に
、
骨
髄
移
植
の
た
め
骨
髄
若
し
く
は

末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を
提
供
す
る
場
合
で
、
当
該
申
出
又
は
提
供
に
伴
い

必
要
な
検
査
、
入
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き　

必
要

 

と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

　

第
十
二
条
第
二
項
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
を
第
二

号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
又
は
疾
病
」
を
「
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う

）
に
よ
る
負
傷

。

若
し
く
は
疾
病
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
並

 

び
に
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
二
号

　

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
五
十
五
回
岡
山
海

 
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
三
月
十
七
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 
 

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会　
　

長　
　

井　
　

本　
　

瀧　
　

雄　
　

 

一　

日
時

 

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
（
火
）

 

　
　

午
後
二
時
か
ら

 

二　

場
所　

岡
山
市
北
区
駅
前
町
二
丁
目
三
番
三
一
号

 

サ
ン
ピ
ー
チ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ

 
 
 
 
 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

〇
六
三
一

―

 

三　

議
題

 

　
　

第
一
号
議
案　

海
区
漁
場
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

 
 
 
 
 

第
二
号
議
案　

岡
山
県
資
源
管
理
方
針
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

 
 
 
 

第
三
号
議
案　

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
に
つ
い
て
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